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適正な下請取引の遵守

2 0 2 5
独 禁 法  研究部会

重要性が増す独禁法の最新情報を収集

～知ら なかったでは許さ れない～

一般財団法人 中部生産性本部



第１ 例会

第２ 例会

テ ーマ１ で は、企業結合審査の流れ・ 考え 方についてご 説明いただ いた 上で 、最近の主要な企業結合事例と その

傾向についてご 紹介いただき ま す。

テ ーマ２ で は、 公正取引委員会は、 企業コ ン プ ラ イ アン スの支援にも 取り 組んで いる と こ ろ 、 そ の一環と し て 、

今般、東証プ ラ イム上場企業等を 対象と し た 実態調査が行われまし たので 、同調査の結果等についてご 説明いた

だき ま す。

20 2 5 年  8 月 1 日（ 金）  1 4 ： 3 0 ～1 7 ： 0 0

① 会  場 （ 中部生産性本部 セミ ナールーム）

② オンラ イ ン （ Z o o m ）

氏公正取引委員会事務総局 五十嵐 俊子経済取引局企業結合課長

「 令和６ 年度における企業結合関係届出の状況及び主要な企業結合事例」

氏公正取引委員会事務総局 川 島  広 己経済取引局総務課課長補佐

「 独占禁止法コ ンプラ イ アンスプログラムの整備・ 運用状況に関する実態調査」

参加方法

テ ーマ１

講 　  師

テ ーマ２

講 　  師

視 　  点

視 　  点

と  　  き

わが国における「 自由経済＝自由競争経済」 を 支える 基本法であり 、 経済憲法と いわれている 独占禁止法への

適切な 対応が昨今非常に大き な も のになって おり 、 通常のビ ジ ネスの取引等の場面において 常に注意を 払う 姿

勢が求めら れており ま す。本年度の第１ 例会で は、「 実務に活かす独占禁止法の基礎」について 、公正取引委員会

競争政策研究セン タ ーの客員研究員も 歴任さ れ、 競争法について研究さ れている 学識者の伊藤教授より お話い

た だき ま す。

氏常葉大学 伊 藤  隆 史法学部法律学科教授

「 実 務 に 活 か す 独 占 禁 止 法 の 基 礎 」

20 2 5 年  6 月 5 日（ 木）  1 4 ： 3 0 ～1 7 ： 0 0

① 会  場 （ 中部生産性本部 セミ ナールーム）

② オンラ イ ン （ Z o o m ）

参加方法

テ  ー マ

講 　  師

と  　  き

　 わが国における「 自由経済＝自由競争経済」を 支える 基本法で あり 、経済憲法と いわれて いる 独禁法

が企業法務の中で 占める 比重は、昨今非常に大き な も のになって いま す。入札談合やカ ルテルと いっ た

企業不祥事の発生によ り コ ン プ ラ イ アン スへの意識が高まる 中で 、 競合企業の事業活動を 不当に排除

ま たは阻害する 結果と なって いな いか等、 通常の取引において も 常に注意を 払う 姿勢が求めら れて い

ま す。こ のよう に重要性が増す独禁法について 、 改正内容の把握や運用強化な ど 、 絶えず最新の情報

を 社内に浸透さ せて いく こ と が強く 求めら れており ま す。本研究部会で は、独禁法の企業対応について

弁護士から のご 講話を 交え な がら 、公正取引委員会事務総局中部事務所の全面的な ご 支援を 受けて 、

独禁法の最近の運用動向、違反・ 相談事例の解説を 中心に 、法務や営業担当者等に対し て 独禁法等を

一層理解し て 頂く ための情報提供を 行いま す。

2 0 2 5 年度  独禁法研究部会　 　
趣旨



第４ 例会

第３ 例会

第５ 例会

テ ーマ１ で は、令和６ 年度の独占禁止法の処理状況・ 運用状況等についてご 紹介いただ き ま す。

テ ーマ２ で は、下請法について 、最近の違反事例を 中心にご 紹介いた だく と と も に 、違反行為を 未然に防止する

ために事業者が気を 付けな ければなら な い点を 解説し ていた だき ま す。

20 2 5 年 12 月 5 日（ 金）  1 4 ： 3 0 ～1 7 ： 0 0

① 会  場 （ 中部生産性本部 セミ ナールーム）

② オンラ イ ン （ Z o o m ）

「 令和６ 年度における 独占禁止法違反事件の処理状況」

氏公正取引委員会事務総局 勝 上  一 貴中部事務所下請課長

氏公正取引委員会事務総局 加瀬川 晃啓中部事務所総務管理官

「 下 請 法 講 座 　 違 反事例の紹 介」

参加方法

テ ーマ１

講 　  師

テ ーマ２

講 　  師

視 　  点

と  　  き

テ ーマ１ で は、 独占禁止法違反行為の未然防止に 取り 組む事業者等から 、 実際に 相談のあっ た事例について

ご 紹介いた だ き ま す。

テ ーマ２ で は、最近の主要な 景品表示法の違反事例について 、不当表示の事例を 中心にご 紹介いた だ き ま す 。

20 2 6 年  3 月 1 0 日（ 火）  1 4 ： 3 0 ～1 7 ： 0 0

① 会  場 （ 中部生産性本部 セミ ナールーム）

② オンラ イ ン （ Z o o m ）

氏公正取引委員会事務総局 種 田  涼 子中部事務所経済取引指導官

「 独占禁 止 法に 関する 相 談 事例 」

氏公正取引委員会事務総局 堀 口  嘉 人中部事務所取引課長

「 景品 表 示 法の違 反事 例 」

参加方法

テ ーマ１

講 　  師

テ ーマ２

講 　  師

視 　  点

と  　  き

近時の違反事件や話題と なっ た事例を 踏まえ、 独禁法・ 下請法に関する 近年の留意点と 企業の実務対応について、

2 016 年から 2 018 年にかけて公正取引委員会審査局にて任期付公務員と し て勤務し 、独占禁止法及び下請法のケー

スについて経験豊富な海住弁護士より 、最新の調査・ 執行状況も 含めお話いただき ます。

20 2 5 年  9 月 8 日（ 月）  1 4 ： 3 0 ～1 7 ： 0 0

① 会  場 （ 中部生産性本部 セミ ナールーム）

② オンラ イ ン （ Z o o m ）

氏Ｔ ＭＩ 総合法律事務所 海 住  幸 生パート ナー弁護士

～近時の違反事件や話題と なっ た事例を 踏ま え～

「 独禁法・ 下請法に関する 近年の留意点と 企業の実務対応」

参加方法

テ  ー マ

講 　  師

視 　  点

と  　  き

公正取引委員会事務総局 中部事務所 野 田 　 聡 氏総 務 課 長

当研究部会の企画立案・ 当日運営な どの中心的な役割を お務めいただいており ま す。

2 0 2 5 年

と  き

1 2 月 5 日（ 金）

第 １  回

2 0 2 6 年

と  き

3 月1 0 日（ 火）

第 ２  回

企画・ 運営協力

ト ヨ タ 自 動 車 ㈱

フ ジパン グループ 本社㈱

高 畠 智 博

吉 川 政 志

氏

氏

法務部ビ ジ ネスサポート 室長

コ ン プ ラ イ アン ス 部統括課長
（ 組織名五十音順）

当研究部会の企画立案・ 当日運営な どの中心的な役割を お務めいただいており ま す。2 0 2 5 年度 幹事

企画・ 運営会議

※なお、講師等の都合により 、若干の日程変更と なる可能性があり ます。また、各例会の詳細は、開催の約１ヶ月前にご案内いたし ます。



● 担 当 ／ 大 澤 ・ 北 村

一般財団法人  中 部 生 産 性 本 部 《 h t t p s : //w w w . c p c . o r . j p /c p c /》

〒4 6 0 ‒0 0 0 3 　 名古屋市中区錦2－15 －15 　 豊島ビ ル11階

T E L（ 0 5 2 ） 2 2 1 －1 2 6 1 　  F A X（ 0 5 2 ） 2 2 1 －1 2 6 5

2 0 2 5 年 ５  月 2 9 日（ 木）

2 02 5 .3 .5  現在

各例会はご 登録組織における メ ン バー制にて運営いたし ま す。

各例会の詳細は、開催の約 1 ヶ 月前に E メ ールでご 案内いたし ま す。

各例会への出席は 2 名まで可能です。（ 代理出席可）

録画の配信は許可いただいた講演のみ、後日登録者の方にご案内いたし ま す。（ 期間限定）

❶

❷

❸

❹

下記事項を 確認、同意の上、お申込みを お願いし ま す。

講師の都合などの事情によ り 、 日程・ 時間・ 内容並びに開催形態の変更を さ せていただく 場合が

ご ざいます。ご了承願います。

講演の録画、録音、配布資料記載事項の無断転載、オン ラ イ ン 参加の場合は画面撮影、画面キャ プ

チャ ー、Ｓ Ｎ Ｓ な ど への掲載を 固く お断り いた し ま す。その様な 行為が発覚いた し ま し た 場合、

事務局よ り 削除を 要請、または講師よ り 請求さ れま す損害賠償を 請求さ せていただき ま す。

（ オン ラ イ ン の場合） 当方に起因し ないシステムト ラ ブルによ り 画像・ 音声に乱れが生じ た場合に

ついては、再送信や返金はいたし かねますので、あら かじ めご了承く ださ い。

オン ラ イ ン参加の場合、 視聴Ｕ Ｒ Ｌ 等は参加さ れる ご本人のみ有効です。第三者への転送はご遠慮

く ださ い。

本注意事項については、代理参加と なっ た場合は、代理参加者に自動的に適用さ れま す。

❶

❷

❸

❹

❺

法務・ 総務・ 営業部門責任者及び担当者

会場 ま たは オンラ インの選択制

① 会  場（ 中部生産性本部 セミ ナールーム）

② オンラ イン（ Z o o m ）

（ 豊島ビ ル1 1 階）
　 〒4 6 0 -0 0 0 3   名古屋市中区錦2 -1 5 -1 5

開 催 要 領

運 営 方 法

注 意 事 項

と 　 　 　 き

参 加 方 法

お問い合わせ先

年間登録費

対　 　 　 象

申込締切日

申し 込み方法

中部生産性本部ホームページ よ り お申し 込みく ださ い。

h ttp s: //w w w .cp c . o r . j p /cp c/p a g e s/1 2 3 /

※ 昨年度登録さ れている 場合、別途ご 案内いたし ま す。

中部生産性本部

申し 込みページ

2 0 2 5 年 6 月 5 日（ 木）～ 2 0 2 6 年 3 月 1 0 日（ 火） （ 年間 5 回）

年間登録費につき まし ては、請求書に記載の振込み期日ま でにお振込み願いま す。

なお、振込手数料については、お客様にてご 負担願いま す。

キャ ン セルは 5 月 2 9 日（ 木）までにお願いいたし ま す。 

 5 月 3 0 日（ 金）以降は登録費の払戻し を いたし かねま すのでご 了承く ださ い。

❶

❷

資料代・ 消費税含む。

１ 組織２ 名登録
7 1 ,5 0 0 円

1 1 5 ,5 0 0 円

・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・

一般財団法人中部生産性本部　 会員組織

一 　 般 　 組 　 織


